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市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて 

 

市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 
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市川市条例第  号 

市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

第１条 市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例（平成２０年条例

第３６号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表市川市南八幡ワークスの項を削る。 

第３条第３号を削り、同条第４号中「就労継続支援」を「法第５条第１４

項に規定する就労継続支援（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第６条の１０

第２号に規定する就労継続支援Ｂ型に限る。以下「就労継続支援」という。）」

に改め、同号を同条第３号とし、同条第５号を同条第４号とする。 

第４条中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、第６

項を第５項とする。 

第６条第３項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とす

る。 

第１２条第１項中「及び市川市南八幡ワークス」を削り、同条第３項を削



り、同条第４項を同条第３項とし、同条第５項を削り、同条第６項中「第６

項」を「第５項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第７項を削る。 

第１３条第２項第２号中「第６条第３項第４号」を「第６条第３項第３号」

に改める。 

第２条 市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

第２条の表市川市チャレンジ国分の項を削る。 

第３条第３号を削り、同条第４号中「就労継続支援」を「法第５条第１４

項に規定する就労継続支援（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第６条の１０

第２号に規定する就労継続支援Ｂ型に限る。次条第３項及び第６条第３項第

２号において「就労継続支援」という。）」に改め、同号を同条第３号とする。 

第４条第３項を削り、同条第４項を同条第３項とし、同条第５項中「前各

項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とする。 

第１２条第４項中「第５項」を「第４項」に改める。 

第３条 市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

第２条の表市川市梨香園の項を削る。 

第３条第２号中「市川市梨香園及び」を削る。 

第４条第２項中「市川市梨香園又は」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行

する。 

⑴ 第１条の規定並びに次項及び附則第３項の規定 平成２８年４月１日 

⑵ 第２条の規定並びに附則第４項及び第５項の規定 平成２９年４月１日 

⑶ 第３条の規定並びに附則第６項及び第７項の規定 平成３０年４月１日 

（市川市南八幡ワークスの廃止に関する経過措置） 



２ 平成２８年４月１日前に第１条の規定による改正前の市川市障害者福祉施

設の設置及び管理に関する条例（以下「条例」という。）第５条第１項の許可

を受け、市川市南八幡ワークスを使用した者に係る第１条の規定による改正

前の条例第６条第１項に規定する使用料については、なお従前の例による。 

３ 平成２８年４月１日前に市川市南八幡ワークスの施設又は附属設備を壊 

し、汚し、又は失わせた者については、第１条の規定による改正前の条例第

１１条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。 

（市川市チャレンジ国分の廃止に関する経過措置） 

４ 平成２９年４月１日前に第２条の規定による改正前の条例第５条第１項の

許可を受け、市川市チャレンジ国分を使用した者に係る第２条の規定による

改正前の条例第６条第１項に規定する使用料については、なお従前の例によ

る。 

５ 平成２９年４月１日前に市川市チャレンジ国分の施設又は附属設備を壊 

し、汚し、又は失わせた者については、第２条の規定による改正前の条例第

１１条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。 

（市川市梨香園の廃止に関する経過措置） 

６ 平成３０年４月１日前に第３条の規定による改正前の条例第５条第１項の

許可を受け、市川市梨香園を使用した者に係る第３条の規定による改正前の

条例第６条第１項に規定する使用料については、なお従前の例による。 

７ 平成３０年４月１日前に市川市梨香園の施設又は附属設備を壊し、汚し、

又は失わせた者については、第３条の規定による改正前の条例第１１条の規

定は、同日以後も、なおその効力を有する。 



理  由 

 

障害福祉サービスの更なる充実と経営の効率化を図ることを目的として、

南八幡ワークス、チャレンジ国分及び梨香園の運営を民間事業者に引き継ぐ

ことから、これらの施設の公の施設としての供用を廃止する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


